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毎週　火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

　○長崎県補助金等交付規則の一部を改正する規則� 財 政 課

◎　告　示

　○長崎県総務部関係補助金等交付要綱の一部改正� 総 務 文 書 課

　○長崎県農林部関係補助金等交付要綱の一部改正� 農 政 課

○工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び

指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等の一部改正� 監 理 課

・�道路の区域変更（５件）� 道 路 維 持 課

・�道路の供用開始� 〃

◎　公　告

・�特定計量器定期検査の実施（２件）� 計 量 検 定 所

・�大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（４件）� 経 営 支 援 課

・�長崎県労働委員会の使用者委員及び労働者委員候補者の推薦� 雇 用 労 働 政 策 課

・�肥料の登録� 農 産 園 芸 課

・�管理規程変更の認可� 農 村 整 備 課

・�県営土地改良事業変更計画の決定（２件）� 〃

・�土地区画整理審議会委員の選挙人名簿の縦覧� 住 宅 課

◎　正　誤

・�令和３年８月10日付け長崎県公報第11043号中� 水 産 経 営 課

　長崎県補助金等交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

長崎県規則第76号

　　　長崎県補助金等交付規則の一部を改正する規則

　長崎県補助金等交付規則（昭和40年長崎県規則第16号）の一部を次のように改正する。

　様式第１号から様式第３号までを次のように改める。

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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様式第１号

� 年　　月　　日　　

　長崎県知事　　　様

� 申請者　住　所　　　　　　�　　　　　　　　　　　　　　　　

� 氏　名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）　　　　

何年度（補助金等の名称）交付申請書

　何年度において（補助事業等の名称）について、（補助金等の名称）　　��円を交付されるよう、長崎県補助金

等交付規則（昭和40年長崎県規則第16号）第４条の規定により、次の関係書類を添えて申請します。

　関　係　書　類

　　１　何事業計画書

　　２　何収支予算書

　　３　何　　々

発行責任者及び担当者

　発行責任者　〇〇　〇〇（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）

　発行担当者　△△　△△（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）

様式第２号

� 年　　月　　日　　

　長崎県知事　　　様

� 住　所　　　　　　�　　　　　　　　　　　　　　　　

� 氏　名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）　　　　

何年度（補助事業等の名称）実績報告書

　　　　�　年　　月　　日付長崎県指令（　　）（　　）第　　号で交付の決定の通知があった（補助事業の名

称）について、長崎県補助金等交付規則（昭和40年長崎県規則第16号）第13条の規定により、その実績を関係書

類を添えて報告する。

　関　係　書　類

　　１　何　　々

　　２　何　　々

　　３　何　　々

発行責任者及び担当者

　発行責任者　〇〇　〇〇（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）

　発行担当者　△△　△△（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）



令和３年８月24日　火曜日� 第11046号長 崎 県 公 報

─ 3395 ─

様式第２号の２

� 年　　月　　日　　

　長崎県知事　　　　様

� 住　所　　　　　　　　　　　　　　　

� 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

� （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　

何年度（補助事業等の名称）実績報告書及び（補助金等の名称）交付請求書

　　　年　　月　　日付長崎県指令（　　）（　　）第　　号で交付の決定の通知があった（補助事業等の名

称）について、長崎県補助金等交付規則（昭和40年長崎県規則第16号）第13条の規定によりその実績を関係書類

を添えて報告します。

　なお、同規則第16条の規定により（補助金等の名称）を下記のとおり交付されるよう請求します。

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　円

　関係書類

　　１　何々

　　２　何々

発行責任者及び担当者

　発行責任者　〇〇　〇〇（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）

　発行担当者　△△　△△（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）

様式第３号

何年度（補助金等の名称）交付請求書（前金払・概算払）

　金　　　　　円

　（　　年　　月　　日付長崎県指令（　　）（　　）第　　　号で額の確定の通知があった）（補助金等の名

称）を上記のとおり交付されるよう、長崎県補助金等交付規則（昭和40年長崎県規則第16号）第16条の規定によ

り、請求します。

　　　年　　月　　日

　長崎県知事　　　様

� 請求者　住　所　　　　　　�　　　　　　　　　　　　　　　

� 氏　名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）����　

（前金払・概算払）を必要とする理由

発行責任者及び担当者

　発行責任者　〇〇　〇〇（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）

　発行担当者　△△　△△（連絡先〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇）
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　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

長崎県告示第591号

　長崎県総務部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第291号）の一部を次のように改正し、令和３年度

の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）
学事振興課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県
私立学
校教育
振興費
補助金

私立の高
等学校等
における
教育の振
興と保護
者の教育
費負担の
軽減を図
る。

補助対象者が高
等学校（広域通
信 制 課 程 を 除
く。） 等 を 運 営
するために要す
る経費

略

２～14　略

15 私立学
校よか
とこ推
進プロ
ジェク
ト事業
費補助
金

私立学校
が、これ
からの時
代の教育
に対応し
、教員の
教育力向
上のため
の研究活
動、生徒
の能力を
伸ばす教
育、地域
に根付い
たふるさ
と教育の
実践等に
取組み、
その成果
を深化さ
せること
で私立学
校全体の
魅力向上
に資する
。

学校法人が行う
私立学校の教育
力向上のための
研究活動、生徒
の能力を伸ばす
教育、地域に根
付いたふるさと
教育の実践等に
向けた取組及び
その成果の深化
に要する経費

略

別表（第２条関係）
学事振興課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県
私立学
校教育
振興費
補助金

私立の高
等学校等
における
教育の振
興と保護
者の教育
費負担の
軽減を図
る。

補助対象者が高
等学校等を運営
するために要す
る 経 費。 た だ
し、広域通信制
課程は特別加算
とし、その算定
方法は別に定め
る。

略

２～14　略

15 学校力
をパワ
ーアッ
プ私立
学校実
践支援
事業補
助金

建学の精
神に基づ
いて、創
意工夫に
よる特色
ある教育
を行う私
立学校の
魅力をさ
らに向上
させると
と も に
、新たな
教育課題
に対応し
て教育力
を一層向
上させる
私立学校
の取組並
びにその
成果の発
信及び共
有を支援
すること
で、私立
学校全体
の教育力

学校法人が行う
私立学校の創意
工夫を活かした
教育課題の解決
に向けた取組並
びにその成果の
発信及び共有に
要する経費

略

　　　　告　　　　　示
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16及び17　略

18 長崎県
私立専
門学校
授業料
等軽減
補助金

私立専門
学校にお
ける教育
に係る経
済的負担
の軽減を
図り、も
って教育
の機会均
等に寄与
する。

補助対象者が、
生徒が負担する
べき授業料及び
入学金に対して
軽減措置を行う
場合における当
該軽減相当額

10分 の
10以 内
。ただ
し、 別
に定め
る基準
により
算定す
る額

大学等
におけ
る修学
の支援
に関す
る法律
（令和
元年法
律第８
号）の
規定に
基づく
修学の
支援の
対象機
関とな
る私立
専門学
校を設
置して
いる者

19～23　略

財政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県
交通事
業会計
補助金

長崎県交
通事業の
財政の健
全化に資
する。

地方公営企業法
（昭和27年法律
第292号 ） 第17
条の３の規定に
基づき補助の必
要がある次に掲
げる経費
～　略
�　特別減収対

策企業債償還
利子に要する
経費

略

の向上に
資する。

16及び17　略

18 長崎県
私立専
門学校
授業料
等軽減
補助金

私立専修
学校にお
ける教育
に係る経
済的負担
の軽減を
図り、も
って教育
の機会均
等に寄与
する。

補助対象者が、
生徒が負担する
べき授業料及び
入学金に対して
軽減措置を行う
場合における当
該軽減相当額

10分 の
10以 内
。ただ
し、 別
に定め
る基準
により
算定す
る額

私立の
専修学
校を設
置して
いる者
の う
ち、 別
に定め
る基準
を満た
す者

19～23　略

財政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県
交通事
業会計
補助金

長崎県交
通事業の
財政の健
全化に資
する。

地方公営企業法
（昭和27年法律
第292号 ） 第17
条の３の規定に
基づき補助の必
要がある次に掲
げる経費
～　略
�　訪日外国人

旅行者の受入
環境の整備に
係る緊急対策
に要する経費

略

長崎県告示第592号

　長崎県農林部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第460号の12）の一部を次のように改正し、令和３

年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

１　農政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び２　略

別表（第２条関係）

１　農政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び２　略
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３ スマー

ト農業

営農体

系確立

支援事

業費補

助金

持続的生

産に関す

る産地の

課題解決

のため、

先端技術

を組み入

れた新た

な営農技

術体系の

構築に向

けて行う

取組を支

援する。

次に掲げる事業

に要する経費

�　検討会の開

催及び産地営

農体系革新計

画の策定

�　新たな営農

技術体系の検

証

定額

ただし

、補助

金額の

上限は

１取組

主体当

た り

2 0 0 万

円以内

生産者

（農業

生産活

動を行

う個人

若しく

は法人

又は農

業関係

団体を

い う。

）、 Ｉ

ＣＴベ

ンダー

、農機

メーカ

ー、 地

方自治

体等に

より構

成され

ている

協議会

。この

う ち、

生産者

及び県

（普及

組織）

は必須

の構成

員とす

る。

４　略

３ 長崎県

農業用

ハウス

強靭化

緊急対

策事業

費補助

金

農業用ハ

ウスの補

強等によ

り、豪雨

、台風等

によるハ

ウスの倒

壊及び損

傷を防止

し、農業

経営の安

定を図る

。

既存の農業用ハ

ウスの自然災害

被害防止対策に

要する経費

�　ハウス本体

の補強

�　防風ネット

の設置

�　耐侯性の発

揮や停電時の

被害防止に必

要な融雪装置

及び加温装置

並びに非常用

電源の導入等

２分の

１以内

市町

４　略

５ 令和２

年台風

第９号

及び第

10号 に

より被

災した

農業用

ハ ウ

ス・ 畜

舎等の

復旧対

策支援

事業補

助金

新型コロ

ナウィル

ス感染拡

大により

、経済活

動が停滞

する中、

令和２年

台風第９

号及び第

10号に伴

う強風及

び大雨に

より被災

した農業

者の負担

軽減と早

期の営農

再開を図

るため、

次に掲げる事業

に要する経費

�　農産物の生

産に必要な施

設（農業用ハ

ウス、畜舎、

堆肥舎、加工

施設等）の再

建及び修繕や

農業用機械の

再取得及び修

繕に係る経費

�　農産物の生

産に必要な共

同利用施設（

集出荷施設、

畜舎、堆肥舎

等）等の再建

及び修繕に係

る経費

被災時

に共済

等に加

入の場

合 は10

分の３

以内

被災時

に共済

等に非

加入の

場合は

1 0 0 分

の15以

内

市町
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２　農山村振興課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１～３　略

４ ながさ

き鳥獣

被害防

止総合

対策事

業費補

助金

市町が作

成する鳥

獣被害防

止計画に

基づく取

組を支援

し、イノ

シシ等有

害鳥獣に

よる農作

物被害の

防止を図

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１　推進事業

　�　被害防止活

動推進等に要

する経費

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

基準に

よる

市 町、

地域協

議会及

び地域

協議会

の構成

員

被災した

農業用ハ

ウス・畜

舎等の復

旧対策を

支援する

。

２　農山村対策室関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１～３　略

４ ながさ

き鳥獣

被害防

止総合

対策事

業費補

助金

市町が作

成する鳥

獣被害防

止計画に

基づく取

組を支援

し、イノ

シシ等有

害鳥獣に

よる農作

物被害の

防止を図

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１　推進事業

　�　被害防止

活動推進

　　ア�　推進体

制の整備

　　イ�　有害捕

獲

　　ウ�　被害防

除

　　エ�　生息環

境管理

　　オ�　サル複

合対策

　　カ�　他地域

人材活用

　　キ�　 I C T 等

新技術の

活用

　　ク�　 I C T の

活用によ

る情報管

理の効率

化

　�　実施隊特

定活動

　　ア�　大規模

緩衝地帯

整備

　　イ�　誘導捕

獲わな導

入

　�　ICT等新技

術実証

　�　農業者団

体等民間団

体被害防止

活動

　�　ジビエ等

の利用拡大

に向けた地

域の取組

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

基準に

よる

１�　 市

町 及

び 複

数 の

市 町

域 を

含 む

地 域

協 議

会
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２　整備事業　

　�　鳥獣被害防

止施設等の整

備に要する経

費

３　捕獲事業

５及び６　略

７ 長崎県
農業委
員会交
付金等

農業生産
力の増進
及び農業
経営の合
理化・農
業の健全
な発展に
寄 与 す
る。

次に掲げる事業
に要する経費
�　農業委員会

交付金事業
　ア�　農業委員

及び農地利
用最適化推
進委員手当

　イ�　職員設置

�　 定
額

�　 市
町

　�　処理加工

施設の人材

育成

　�　鳥獣被害

　　�対策実施隊

機能強化

２　整備事業

　�　鳥獣被害

防止施設

　　ア�　新規整

備

　　イ�　再編整

備

　�　処理加工

施設

　�　捕獲技術

高度化施設

　　地域提案

３　捕獲事業

２�　 地

域 協

議 会

及 び

地 域

協 議

会 の

構 成

員

３�　 地

域 協

議 会

及 び

市 町

（ 地

域 協

議 会

の 構

成 員

に 限

る。）

５ ながさ

き鳥獣

被害防

止総合

対策事

業費補

助 金

（中山

間地域

所得向

上支援

事業）

市町が作

成する中

山間地域

所得向上

計画に基

づく取組

を支援し

、イノシ

シ等有害

鳥獣によ

る農作物

被害の防

止を図る

。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　推進事業（

鳥獣対策事業

に関するもの

に限る）

２　整備事業

　�　鳥獣被害

防止施設

　�　処理加工

施設

　�　捕獲技術

高度化施設

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

基準に

よる。

１�　 市

町

２�　 地

域 協

議 会

及 び

地 域

協 議

会 の

構 成

員

６及び７　略
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　　費

　ウ�　農地調査

・資料整備

費

�　農業委員会

ネットワーク

　�機構補助金

事業

　ア�　農地法に

より都道府

県農業委員

会 ネ ッ ト

ワーク機構

が行うもの

とされた業

務に要する

経費

　イ�　市町農業

委員会の活

動支援に要

する経費

�　10

分 の

10以

内

�　 一

般 社

団 法

人 長

崎 県

農 業

会議

８ 長崎県

機構集

積支援

事業交

付金

農業生産

力の増進

及び農業

経営の合

理化を図

り、農業

の健全な

発展に寄

与する。

次に掲げる事業

に要する経費

�　農地法等に

基づく事務の

適正実施のた

めの支援事業

�　農地の有効

利用を図るた

めの支援事業�

�　広域的な農

地利用調整活

動等への支援

事業

�　 定

額

�　 定

額

�　 定

額

及び

�　 市

町

�　 一

般 社

団 法

人 長

崎 県

農 業

会議

９ 長崎県

国有農

地等管

理処分

事業事

務取扱

交付金

国有農地

等の管理

及び処分

並びに対

価徴収の

事務取扱

経費を負

担するこ

と に よ

り、国有

農地等管

理処分業

務の円滑

な推進を

図る。

農地法等に規定

する農林水産省

所 管 の 国 有 農

地、開拓財産等

の管理及び売渡

等の処分に要す

る経費

10分 の

10以内

市町



令和３年８月24日　火曜日� 第11046号長 崎 県 公 報

─ 3402 ─

４　農業経営課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１～８　略

９　略

４　農業経営課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県

担い手

育成強

化支援

事業費

補助金

次代を担

う新規就

農者の確

保及び育

成を図る

と と も

に、担い

手公社の

経営基盤

強化に資

すること

を目的と

する。

補助対象者が新

規就農者の研修

に要する経費を

補助する場合の

当該補助に要す

る経費

２分の

１以内

。ただ

し、 研

修生１

人につ

き30万

円を限

度とす

る。

市町

２～９　略

10 諫早湾

周辺地

域 カ

バーク

ロップ

導入促

進事業

費補助

金

諫早湾干

拓調整池

の流域の

農地から

の肥料、

有機物等

の流入を

削減する

ことによ

り、水質

の改善を

図る。

補助対象者が調

整池流域の畑地

において、緑肥

作物等（カバー

クロップ）の栽

培を行う農家に

対し、その種子

の購入費用を補

助する場合の当

該補助に要する

経費

10分 の

４以内

市

11 長崎県

環境保

全型農

業直接

支払交

付金

環境保全

効果の高

い営農活

動に取り

組むこと

により、

地球温暖

化防止や

生物多様

性保全を

図る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　県環境保全

型農業直接支

払交付金

　�　知事が別に

定める環境保

全型農業直接

支払交付金の

交付に必要な

経費

�　県環境保全

型農業直接支

払等推進交付

金

　�　知事が別に

定める事業の

実施に必要な

経費

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

額

市町

12　略

13 人・ 農

地プラ

ン支援

事業費

市町が行

う地域の

中心とな

る経営体

人・農地プラン

の実質化に要す

る経費

定額 市町
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10　略

11 元気あ

る担い

手アク

ション

事業費

補助金

認定農業

者等地域

農業の担

い手の確

保・育成

を図ると

ともに、

雇用型経

営体を育

成するこ

とにより

農業所得

の向上を

図る。

認定農業者等地

域農業の担い手

の確保・育成並

びに雇用型経営

体の育成に要す

る経費

略

12 農業法

人経営

体育成

推進事

業費補

助金

家族経営

農家等の

法人化及

び企業の

農業参入

を促進す

るととも

に、法人

化後の経

営安定化

を支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１　略

２�　農業経営者

総合サポート

事業

　　略

　　略

１　略

２の

　略

２の

　略

１　略

２　略

13 長崎県

新規就

農意欲

喚 起・

相談等

支援事

業費補

助金

青年層の

新規就農

者の増大

に向け、

大学生や

高校生等

の若者の

就農意欲

を喚起す

る取組を

支 援 す

る。

大学生、高校生

等の若者の就農

意欲を喚起する

ために必要な就

農促進プログラ

ムの策定及び実

施に要する経費

定額 略

補助金 の確保及

び地域の

中心とな

る経営体

への農地

集積を促

すことに

より、農

業の競争

力、体質

の強化等

を図る。

14　略

15 元気あ

る担い

手アク

ション

事業費

補助金

雇用型法

人経営体

等の育成

を図ると

ともに認

定農業者

等地域農

業の担い

手を支援

し、農業

所得の向

上 を 図

る。

雇用型法人経営

体等に対する支

援、認定農業者

等の経営改善並

びに集落営農へ

の支援及び育成

に要する経費

略

16 農業法

人経営

体育成

推進事

業費補

助金

家族経営

農家等の

法人化及

び企業の

農業参入

を促進す

るととも

に、法人

化後の経

営安定化

を支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１　略

２�　農業経営者

総合サポート

事業

　　略

　�　都道府県

新規就農相

談事業

　　略

１　略

２の

　略

２の

　定額

２の

　略

１　略

２の

及び�

　略

２の�

　一般

社団法

人長崎

県農業

会議等

17 長崎県

新規就

農意欲

喚 起・

相談等

支援事

業費補

助金

青年層の

新規就農

者の増大

に向け、

大学生や

高校生等

の若者の

就農意欲

を喚起す

る取組を

支 援 す

る。

大学生、高校生

等の若者の就農

意欲を喚起する

ために必要な就

農促進プログラ

ムの策定及び実

施に要する経費

２分の

１以内

略

18 農業支

援体制

農業協同

組合等が

農業協同組合等

が行う農業支援

４分の

１以内

農業協

同組合
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14及び15　略

16　略

17 長崎県

農地利

用最適

化交付

金

農 地 利

用 の 最

適化を推

進し、農

業生産力

の増進及

び農業経

営の合理

化・農業

の健全な

発展に寄

与する。

農地等の利用の

最適化の推進に

関する事項の事

務に係る農業委

員及び農地利用

最適化推進委員

の報酬に要する

経費

定額 市町

18 長崎県

農地売

買支援

事業費

補助金

農業経営

基盤強化

促 進 法

（昭和55

年法律第

65号）第

７条第１

号に規定

する農地

売買等事

業の促進

を図る。

農地売買支援事

業業務費

10分 の

10以内

公益財

団法人

長崎県

農業振

興公社

19 長崎県

農地集

積・ 集

利用可能

な荒廃農

地の再生

県担い手育成総

合支援協議会の

活動の強化に要

予算の

範囲内

で知事

県担い

手育成

総合支

構築推

進事業

費補助

金

行う外国

人材をは

じめ、多

様な人材

の確保・

育成等に

向けた取

組へ助成

する。

人材確保に要す

る経費

等

19及び20　略

21 長崎県

農業経

営継続

支援事

業費補

助金

新型コロ

ナウイル

ス感染拡

大により

経営に深

刻な影響

を及ぼし

ている農

業者の経

営継続に

向けた相

談体制を

構築する

ための取

組を支援

する。

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

の影響を受けた

農 業 者 の 相 談

体制を構築する

ための取組に要

する経費（人件

費）

10分 の

10以内

農業協

同組合

一般社

団法人

長崎県

農業会

議

22　略

23 農業労

働力育

成緊急

支援事

業費補

助金

新型コロ

ナウイル

ス感染症

拡大の影

響による

労働力不

足を解消

するため

の取組を

支 援 す

る。

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

の影響による労

働力不足解消の

ため、補助対象

者が行う人材確

保対策の取組に

要する経費

２分の

１以内

農業サ

ービス

事業体

24 長崎県

農業労

働力確

保緊急

支援事

業費補

助金

共同選果

場等にお

いて、離

職者等の

就業、就

農に向け

た技術習

得等の取

組を支援

する。

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

の影響による離

職者を雇用し、

共同選果場等へ

派遣する取組に

要する経費（人

件費）

10分 の

10以内

農業サ

ービス

事業体
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約化総

合整備

事業費

補助金

を図る。 する経費 が別に

定める

額定額

援協議

会

20 長崎県

農地集

積・ 集

約化対

策事業

費補助

金

農地中間

管理機構

による担

い手への

農地集積

及び集約

化を支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

�　借受農地管

理等事業

�　農地中間管

　理機構運営

事業

�　機構集積協

力金交付事業

定額

及び

　

　�公 益

財 団

法 人

長 崎

県 農

業 振

興 公

社

�　 市

町

21 農地中

間管理

機構経

営基盤

強化対

策事業

費補助

金

農地中間

管理機構

の経営基

盤の強化

を図る。

公益財団法人長

崎県農業振興公

社が農地中間管

理事業を安定的

に実施するため

に要する経費

定額 公益財

団法人

長崎県

農業振

興公社

22 産地と

地域を

支える

集落営

農育成

推進事

業費補

助金

集落営農

の組織化

のサポー

ト活動や

集落営農

法人の経

営化に向

けた専門

家派遣等

を支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　集落営農組

織化エスコー

トランナー支

援事業

�　稼ぐ法人発

展 支 援 ス ペ

シャリスト派

遣事業

�　 定

額

�　 定

額

長崎県

農業再

生協議

会

一般社

団法人

長崎県

農業会

議

５　農地利活用推進室関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県

農業委

員会交

付金等

補助金

農地利用

の最適化

を推進し

、農業生

産力の増

進及び農

業経営の

合理化・

農業の健

全な発展

に寄与す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　農業委員会

交付金事業

　ア�　農業委員

及び農地利

用最適化推

進委員手当

　イ�　職員設置

費

　ウ�　 農 地 調

査・資料整

備費

�　機構集積支

�　 定

額

�　 定

市町
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　援事業

　ア�　 農 地 法

（ 昭 和27年

法 律 第229

号）に基づ

く事務の適

正実施のた

めの支援に

要する経費

　イ�　農地の有

効利用を図

るための支

援に要する

経費

�　農地利用最

適化交付金事

業

　�　農業委員及

び農地利用最

適化推進委員

の報酬に要す

る経費

　額

�　 定

額

２ 長崎県

農業委

員会ネ

ットワ

ーク機

構補助

金

農業生産

力の増進

及び農業

経営の合

理化を図

り、農業

の健全な

発展に寄

与する。

次に掲げる事業

に要する経費

�　農地法によ

り都道府県農

業委員会ネッ

トワーク機構

が行うものと

された業務に

要する経費

�　市町農業委

員会の活動支

援に要する経

費

�　広域的な農

地利用調整活

動への支援に

要する経費

及び

�　10

分 の

10以

内

�　 定

額

一般社

団法人

長崎県

農業会

議

３ 長崎県

農地売

買支援

事業費

補助金

農業経営

基盤強化

促進法（

昭和55年

法律第65

号）第７

条第１号

に規定す

る農地売

買等事業

の促進を

図る。

農地売買支援事

業業務費

10分 の

10以内

公益財

団法人

長崎県

農業振

興公社

４ 長崎県

耕作放

棄地解

市町が策

定した耕

作放棄地

県担い手育成総

合支援協議会の

活動の強化に要

予算の

範囲内

で知事

県担い

手育成

総合支



令和３年８月24日　火曜日� 第11046号長 崎 県 公 報

─ 3407 ─

５　農産園芸課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

消総合

対策事

業費補

助金

解消５ヵ

年計画に

基づき耕

作放棄地

の解消を

図る。

する経費 が別に

定める

額

援協議

会

５ 長崎県

農地集

積・ 集

約化対

策事業

費補助

金

農地中間

管理機構

による担

い手への

農地集積

及び集約

化を支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

�　借受農地管

理等事業

�　農地中間管

理機構運営事

業

�　機構集積協

力金交付事業

定額

及び

�　 公

益 財

団 法

人 長

崎 県

農 業

振 興

公社

�　 市

町

６ 国有農

地等管

理処分

事業事

務取扱

交付金

国有農地

等の管理

及び処分

並びに対

価徴収の

事務取扱

経費を負

担するこ

と に よ

り、国有

農地等管

理処分業

務の円滑

な推進を

図る。

農地法等に規定

する農林水産省

所 管 の 国 有 農

地、開拓財産等

の管理及び売渡

等の処分に要す

る経費

10分 の

10以内

市町

７ 農地中

間管理

機構経

営基盤

強化対

策事業

費補助

金

農地中間

管理機構

の経営基

盤の強化

を図る。

農地中間管理機

構に指定した公

益財団法人長崎

県農業振興公社

の経営を安定的

な運営に要する

経費

定額 公益財

団法人

長崎県

農業振

興公社

６　農産園芸課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ スマー

ト農業

営農体

系確立

支援事

業費補

助金

持続的生

産に関す

る産地の

課題解決

のため、

先端技術

を組み入

れた新た

次に掲げる事業

に要する経費

�　検討会の開

催及び産地営

農体系革新計

画の策定

�　新たな営農

技術体系の検

定額

ただし、

補助金

額の上

限は１

取組主

体当た

り 2 0 0

生産者

（農業

生産活

動を行

う個人

若しく

は法人

又は農
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１～５　略

６　略

７ 長崎県

契約特

定野菜

等安定

供給促

進事業

費補助

金

特定野菜

産地にお

ける生産

者と実需

者との野

菜の契約

取引に伴

うリスク

を軽減す

長崎県契約特定

野菜等安定供給

促進事業に係る

価格差補給交付

準備金の造成に

関する経費

３分の

１以内

公益社

団法人

長崎県

園芸振

興基金

協会

な営農技

術体系の

構築に向

けて行う

取組を支

援する。

　証 万円以

内

業関係

団体を

い う。）

、ＩＣ

Ｔベン

ダ ー、

農機メ

ーカー

、地方

自治体

等によ

り構成

されて

いる協

議 会。

このう

ち、 生

産者及

び 県（

普及組

織）は

必須の

構成員

とする

。

２～６　略

７ 長崎県

果実生

産出荷

安定基

金造成

事業費

補助金

果樹の需

給と価格

の安定を

図ること

により、

国産果実

の需要先

の安定確

保と果樹

園経営の

安定的発

展に資す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　果実計画生

産推進事業の

交付準備金の

造成に要する

経費

�　緊急需給調

整特別対策事

業の交付準備

金の造成に要

する経費

�　 指

定 果

実 出

荷 事

業 者

の 造

成 額

以内

�　 指

定 果

実 出

荷 事

業 者

の 造

成 額

以内

公益社

団法人

長崎県

園芸振

興基金

協会

８　略
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るととも

に、安定

的な供給

を図る。

８～12　略

13 ながさ

き型ス

マート

産地確

立支援

事業費

補助金

スマート

農業技術

等の体系

的導入と

産地基盤

の整備・

強靭化に

より高い

生産性を

有するス

マート産

地づくり

を行い、

定時・定

量・定質

（ 高 品

質）出荷

の実現を

進め、令

和７年に

園芸産出

額1000億

円を達成

する。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　園芸産地ス

マート農業技

術導入支援事

業

　�　施設園芸

産地の生産

性向上に資

するスマー

ト農業技術

の導入

　�　露地園芸

産地の生産

性向上に資

するスマー

ト農業技術

の導入

２�　産地基盤整

備・強靭化事

業

　�　産地基盤

整備に必要

な取組

　　ア�　アスパ

ラガスの

新植及び

改植

　　イ�　果樹の

新 植、 改

植及び高

接ぎ

　　ウ�　果樹に

おける収

益向上に

つながる

技術導入

等の取組

　　エ�　加工業

務用野菜

等の出荷

調製施設

の改修等

　�　産地基盤

の強靭化に

資するハウ

ス の 強 靭

化や遊休ハ

ウスの移転

の 取 組　　

３分の

１以内

３分の

１以内

（２の

のア

及びイ

におい

ては２

分の１

以内）

略

９～13　略

14 チャレ

ンジ園

芸1000

億推進

事業費

補助金

令和７年

の園芸産

出額1000

億円達成

を 目 指

し、本県

農林業の

産出額の

約６割を

占める園

芸作物の

さらなる

振興によ

り、農業

者の所得

向上を図

るため、

環境制御

技術等に

よる収量

及び品質

の向上、

作業の分

業化、省

力化等に

よる担い

手の規模

拡大を図

る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　施設園芸対

策事業

　ア�　施設園芸

の環境制御

機器類等の

生産性向上

に資する設

備の導入

　イ�　アスパラ

ガスの新植

及び改植

　ウ�　新たな産

地育成の取

組

�　露地園芸対

策事業

　ア�　品質向上

のための設

備整備の取

組

　イ�　新たな産

地育成の取

組

�　果樹対策事

業

　ア�　果樹にお

ける収益向

上につなが

る技術導入

等の取組

　イ�　果樹の新

植、改植及

び高接ぎ

��　労働力支援

事業

　�　パッケージ

センター、加

工業務用野菜

等の出荷調整

施設の改修等

�　 ３

分 の

１ 以

内 （

イ 及

び ウ

に あ

っ て

は ２

分 の

１ 以

内）

�　 ３

分 の

１ 以

内 （

イ に

あ っ

て は

２ 分

の １

以 内

）



　ア�　

３

分

の

１

以

内

　イ�　

２

分

の

１

以

内

�　 ３

分 の

１ 以

内

略
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14～17　略

18 水田農

業園芸

作 物･

産地拡

大推進

事業費

補助金

水田への

園芸作物

導入に取

り組む集

落の話し

合いや栽

培技術確

立等の取

組を支援

する。　

次に掲げる事業

に要する経費

�　園芸作物導

入支援事業

�　重点推進地

区プラン策定

支援事業

�　 定

額

�　 定

額

長崎県

農業再

生協議

会

15～18　略

19 儲かる

ながさ

き水田

経営育

成支援

事業費

補助金

売れる米

づくり及

び水田農

業による

所得向上

を推進す

るため、

儲かる水

田経営計

画等に基

づき実施

す る 品

目転換に

よる集落

営農組織

の育成、

排水対策

等水田汎

用化によ

る麦、大

豆、高収

益品目導

入等水田

フル活用

及び県民

米のブラ

ンド化の

取組へ支

援する。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　水田農業産

地計画実践事

業

　�　儲かるなが

さき水田経営

計画に沿って

実施する推進

活動に要する

経費

　�　農業協同

組合事業

　�　生産部会

等事業

　�　集落営農

組織等事業

２�　水田フル活

用推進事業

　�　儲かるなが

さき水田経営

計 画 に 沿 っ

て、麦、大豆

等の生産拡大

を図るために

必要な条件整

備に要する経

費

３�　県民米ブラ

ンド化推進事

業

　�　儲かるなが

さき水田経営

計 画 に 沿 っ

て、高温耐性

品 種 等 の 品

質、食味向上

等に係る取組

に要する経費

４�　水田畑地化

プラン推進事

業

　�　水田畑地化

プラン推進事

業モデル集落

における水田

畑地化プラン

１の

　�３ 分

の １

以内

１の

及び

　�２ 分

の １

以 内

２�　 ３

分 の

１ 以

内 （

集 落

営 農

法 人

に あ

っ て

は 、

２ 分

の １

以 内

）

３�　 ３

分 の

１ 以

内

４�　 予

算 の

範 囲

内 で

知 事

が 定

め る

額

１の

　�農 業

協 同

組合

１の

及び

　�生 産

組 織

、 集

落 営

農 法

人 等

２�　 市

町 、

農 業

協 同

組 合

、 生

産 組

織 及

び 集

落 営

農 法

人等

３�　 農

業 協

働 組

合 、

生 産

組 織

及 び

集 落

営 農

法 人

等

４�　 長

崎 県

農 業

再 生

協 議

会
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19 ながさ

き水田

農業生

産強化

支援事

業費補

助金

売れる米

づくり及

び水田農

業による

所得向上

を推進す

るため、

水田農業

産地計画

等に基づ

き実施す

る米・

麦・大豆

の産地拡

大や「売

れる米づ

くり」、

スマート

農業技術

等の導入

による水

田農業の

所得向上

を図る取

組へ支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　水田農業産

地計画実践事

業

　�　水田農業産

地計画に沿っ

て実施する推

進活動に要す

る経費

　�　農業協同

組合事業

　�　生産部会

等事業

　�　集落営農

組織等事業

２�　水田高度利

用技術活用推

進事業

　�　水田農業産

地計画に沿っ

て実施する、

ICTを 活 用 し

たスマート農

業の条件整備

、水稲高温耐

性品種、業務

用 米、 麦｢長

崎Ｗ２号｣｢長

崎 御 島｣、 大

豆及びソバの

生産拡大に必

要な条件整備

に要する経費

１の

　�３ 分

の １

以内

１の

及び

　�３ 分

の １

以 内

又 は

２ 分

の １

以内

２�　10

分 の

３ 以

内

１の

　�農 業

協 同

組合

１の

及び

　�生 産

組 織

、 集

落 営

農 法

人等

２�　 市

町 、

農 業

協 同

組 合

、 生

産 組

織 及

び 集

落 営

農 法

人等

　�作成、推進等

に係る経費

20 加工業

務用産

地拡大

推進事

業費補

助金

加工業務

用産地の

計画的な

生産拡大

を図るた

め、産地

と実需者

の連携を

強化する

とともに

、産地の

取組を支

援する。

加工業務用農産

物の推進、生産

力及び販売力の

強化に要する経

費

予算の

範囲内

で知事

が定め

る額

地域加

工業務

用産地

育成協

議会

21 ながさ

き集落

営農育

成総合

支援事

業費補

助金

集落営農

の法人化

、集落営

農法人の

経営の安

定化、集

落営農の

組織間連

携及び担

い手不在

地域の営

農サポー

ト等を行

う支援拠

点の整備

等を支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

�　集落営農組

織の法人化に

対する支援

�　集落営農組

織の法人化後

の初期運営費

への支援

�　地域営農サ

ポ ー ト セ ン

ター設置支援

�　 予

算 の

範 囲

内 で

知 事

が 別

に 定

め る

額

�　 ２

分 の

１ 以

内 （

30万

円 を

上限

�　 一

般 社

団 法

人 長

崎 県

農 業

会議

及び

�　 市

町
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20　略

21 長崎県

水田農

業高収

益作物

導入推

進事業

費補助

金

略

22 諫早湾

周辺地

域 カ

バーク

ロップ

導入促

進事業

費補助

金

諫早湾干

拓調整池

の流域の

農地から

の肥料、

有機物等

の流入を

削減する

ことによ

り、水質

の改善を

図る。

補助対象者が調

整池流域の畑地

において、緑肥

作物等（カバー

クロップ）の栽

培を行う農家に

対し、その種子

の購入費用を補

助する場合の当

該補助に要する

経費

10分 の

４以内

市

　�と す

る。）

�　 事

業 開

始 年

は12

分 の

５ 以

内 、

２ 年

目 は

３ 分

の １

以 内

、 ３

年 目

は ４

分 の

１ 以

内

22　略

23 長崎県

園芸作

物生産

転換促

進事業

費補助

金

略

24 県内農

畜産物

消費拡

大対策

事業費

補助金

新型コロ

ナウイル

ス感染症

の拡大の

影響によ

り、県内

農畜産物

の需要が

減退して

いること

から、花

き を は

じめとす

る県内農

畜産物の

消費拡大

等の取組

を支援す

る。

１�　県内農畜産

物の消費拡大

支援

　�　県産農畜

産物の消費

拡大を喚起

するために

必要な広報

活動

２�　花き活用拡

大の取組支援

　�　自治体や

学校、企業

等における

花きの活用

拡大を通じ

た日常生活

での需要喚

起

１�　 ２

分 の

１ 以

内。

　�た だ

し 、

2,500

千 円

を 限

度 と

する

２�　 ２

分 の

１ 以

内 。

た だ

し 、

花 代

の み

と す

る。

長崎県

農業協

同組合

中央会

長崎県

花き振

興協議

会
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23 長崎県

環境保

全型農

業直接

支払交

付金

環境保全

効果の高

い営農活

動に取り

組むこと

により、

地球温暖

化防止や

生物多様

性保全を

図る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　県環境保全

型農業直接支

払交付金

　�　知事が別に

定める環境保

全型農業直接

支払交付金の

交付に必要な

経費

�　県環境保全

型農業直接支

払等推進交付

金

　�　知事が別に

定める事業の

実施に必要な

経費

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

額

市町

　�　主要な空

港、 駅、 観

光地等にお

ける花きの

活用拡大を

通じた国内

外の需要喚

起

３�　ウェブ等構

築支援

　�　ウェブサ

イ ト の 製

作・広報等

にかかる経

費

３�　 定

額

長崎県

花き振

興協議

会

25 長崎県

営農再

開緊急

対策事

業費補

助金

令和２年

７月豪雨

により発

生した浸

水等の影

響 に よ

り、栽培

していた

作物の流

出等、甚

大な被害

が生じて

いること

から、早

急な営農

再開に向

けた取組

を支援す

る。

令和２年度中の

営農再開に必要

な生産資材（種

子・種苗、肥料

等の消費材に限

る。） の 購 入 に

要する経費

６分の

１以内

。ただ

し、 市

町の負

担する

額の範

囲内と

する。

市町

26 加工業

務用野

菜産地

緊急支

援事業

新型コロ

ナウイル

ス感染症

の影響に

より、需

要減とな

り出荷で

できなく

なるなど

の影響を

受けた加

工業務用

野菜産地

の維持を

図る。

加工業務用野菜

を緊急的に青果

用へ転用するた

めの以下の掛か

り増し経費

１�　出荷・調製

等にかかる経

費

２　梱包資材費

３　運送費

４�　出荷調製用

機械の導入や

借上等にかか

る経費

２分の

１以内

全国農

業協同

組合連

合会長

崎県本

部
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６　農産加工流通課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び２　略

３　略

４ 長崎県

「農」

ビジネ

スモデ

ル構築

支援事

業費補

助金

農 業 者

と 商 工

業者との

ビジネス

モデルを

構築する

ため、県

産農産物

の魅力を

活かした

加工品や

調 理 メ

ニューの

開発、販

売展開な

ど に 支

援する。

県農産物の魅力

を活かして、県

設定のテーマに

沿ったビジネス

モデル構築に対

する生産から販

売までの課題解

決に必要な経費

定額 農業者

と商工

業者で

組織す

る連携

体

７　畜産課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 家畜導

入事業

費補助

金

優良な肉

用牛の増

殖を促進

する。

次に掲げる肉用

牛の導入に要す

る経費

�　肉用繁殖雌

牛群の整備及

び増殖に意欲

�　 補

助 対

象 経

略

７　農産加工流通課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び２　略

３ ながさ

き茶輸

出促進

事業費

補助金

本県産茶

の輸出拡

大を図る

ための取

組を支援

する。

長崎県産茶の輸

出拡大を図るた

めに必要な各種

活動に要する経

費

補助対

象事業

費の２

分の１

以内

長崎県

茶業振

興協議

会

４　略

５ 長崎県

輸出先

国の市

場変化

に対応

した食

品等の

製造施

設等整

備の緊

急支援

事業交

付金

輸出先国

の市場変

化に対応

した冷凍

食品等の

家庭食品

化又は新

たな輸出

先国への

輸出に必

要な規制

等 へ の

対応のた

めに必要

な施設及

び設備・

機器の整

備等を支

援する。

次に掲げる事業

に要する経費

ア�　施設等整備

事業費

イ�　効果促進事

業費

ウ　附帯事務費

ア及び

イ�　 ２

分 の

１ 以

内 。

た だ

し 、

イ は

ア 及

び イ

の 合

計 額

の20

％ 以

内 　

ウ�　 定

額

市町

６ 長崎県

産農水

産物販

売促進

事業

新型コロ

ナウィル

ス感染拡

大に伴い

影響が生

じている

品目につ

いて緊急

的な販売

促進を支

援する。

対象品目の販売

促進に係るキャ

ンペーン実施に

必要な経費

補助対

象事業

費の２

分の１

以内

（但し

１店舗

あたり

の補助

対象経

費の上

限 は

5 0 0 千

円）

県内量

販 店、

直 売

所、 事

業協同

組合等

８　畜産課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 家畜導

入事業

費補助

金

優良な肉

用牛の増

殖を促進

する。

次に掲げる肉用

牛の導入に要す

る経費

�　肉用繁殖雌

牛群の整備及

び増殖に意欲

�　 補

助 対

象 経

略
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　�を有する者に

対し、農業協

同組合等が肉

用優良繁殖雌

牛の購入等を

行い、対象農

家へ貸し付け

る事業

　�費の

３分

の１

以内

。た

だし

、増

頭タ

イプ

の場

合に

あっ

ては

１頭

当た

り10

万円

、維

持タ

イ

プの

場合

にあ

って

は１

頭当

たり

５万

円、

金太

郎３

等増

頭タ

イプ

の場

合に

あっ

ては

１頭

当た

り11

万円

、金

太郎

３等

維持

タイ

プの

場合

にあ

って

は１

頭当

たり

　�を有する者に

対し、農業協

同組合等が肉

用優良繁殖雌

牛の購入等を

行い、対象農

家へ貸し付け

る事業

　�費の

３分

の１

以内

。た

だし

、増

頭タ

イプ

の場

合に

あっ

ては

１頭

当た

り10

万円

、維

持タ

イ

プの

場合

にあ

って

は１

頭当

たり

５万

円、

金太

郎３

等増

頭タ

イプ

の場

合に

あっ

ては

１頭

当た

り11

万円

、金

太郎

３等

維持

タイ

プの

場合

にあ

って

は１

頭当

たり
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及び　略

　�６万

円を

上限

とす

る。

ゲノ

ミッ

ク評

価増

頭タ

イプ

の場

合に

あっ

ては

１頭

当た

り11

万円

、ゲ

ノミ

ック

評価

維持

タイ

プの

場合

にあ

って

は１

頭当

たり

６万

円を

上限

とす

る。

及び

　略

２～４　略

及び　略

　�６万

円を

上限

とす

る。

及び

　略

２～４　略

５ 長崎県

乳用牛

群検定

推進事

業費補

助金

牛群検定

及び後代

検定を推

進し、乳

成分の改

善及び泌

乳能力検

定の普及

を図る。

牛群検定におけ

る検定業務に要

する経費を補助

対象者が補助す

る場合の当該補

助に要する経費

新規加

入者及

びＡＴ

加入者

（加入

後３年

以内）

50パ ー

セント

以内

継続加

入 者25

パーセ

長崎県

酪農業

協同組

合連合

会、 農

業協同

組合
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５～27　略

28 長崎県

畜 産

ワーク

スタイ

ル改革

事業費

補助金

労力支援

組織の新

規設立に

向けた活

動 やICT

機器等の

導入によ

る体制強

化を図る

ための取

次に掲げる事業

に要する経費

�　新規労力支

援組織の育成

�　持続的活動

のための体制

強化

　ア�　新規雇用

、人材募集

　イ�　圃場管理

�　 定

額



　ア～

ウ　�定

額

　エ�　

２

分

の

コント

ラクタ

ー、 集

落営農

組 織、

畜産ク

ラスタ

ー協議

会等

ント以

内

６ 高品質

乳用牛

導入事

業費補

助金

優良な乳

用牛の増

殖を促進

する。

次に掲げる乳用

牛の導入に要す

る 経 費。 た だ

し、補助対象経

費の基準は知事

が別に定める。

　地域外導入

　地域内導入

�　 １

頭 当

た り

３ 万

円 又

は 購

入 経

費 の

10分

の １

の い

ず れ

か 低

い 額

と す

る。

�　１

頭当

たり

１万

2,000

円又

は購

入経

費の

10分

の１

のい

ずれ

か低

い額

とす

る

市町

７ 長崎県

全日本

ホルス

タイン

共進会

事業費

補助金

乳用牛の

改良を推

進するた

め改良基

盤体制の

強化を図

る。

全日本ホルスタ

イン共進会及び

その出品牛選考

会として開催す

る長崎県代表牛

選考会の運営又

は参加に要する

諸経費

３分の

１以内

。ただ

し、40

万円を

限度と

する。

長崎県

酪農業

協同組

合連合

会

８～30　略

31 長崎県

肉用牛

経営体

質強化

緊急支

援事業

費補助

金

「肥育牛

経営強化

計画」を

策定した

意欲ある

生産者に

対し、販

売頭数に

応じて支

援する。

�　「肥育牛経

営強化計画」

を策定し、体

質 強 化 に 資

す る 取 組 メ

ニューのうち

２つ以上を実

施した生産者

へ販売頭数に

応じて奨励金

�　 １

頭 当

た り

１ 万

1,000

円

�　 定

額

一般社

団法人

長崎県

畜産協

会
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組を支援

する。

　　システム

　ウ�　利用者募

集

　エ�　労働環境

整備

　オ�　機械リー

ス、レンタ

ル

　　�１

以

内

　オ�　

定

額

29 長崎県

畜産環

境対策

総合支

援事業

費補助

金

家畜排せ

つ物の地

域偏在の

解消及び

畜産環境

問題の解

決を図る

。

土づくり堆肥の

生産・流通の促

進による家畜排

せつ物の地域偏

在を解消する取

組と、悪臭防止

や汚水処理につ

いて高度な畜産

環境対策を実施

する取組に要す

る経費

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

基準に

よる。

市町及

び知事

が適当

と認め

る畜産

クラス

ター協

議会等

30 チャレ

ンジ酪

農推進

事業費

補助金

自家産乳

用雌牛の

増頭と、

育成預託

施設等を

活用した

乳用後継

牛確保を

支 援 す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

　12ヶ月齢未

　�満の乳用雌牛

の増頭

�　育成預託施

設への預託経

費

�　１

頭当

たり

５万

5,000

円

�　 ２

分 の

１ 以

内 。

た だ

し 、

１ 頭

当 た

り５

　�万 円

以内

長崎県

酪農業

協同組

合連合

会、 畜

産クラ

スター

協議会

31 蜜源確

保対策

事業費

補助金

蜜源植物

の増殖を

推進し、

蜂群数や

蜂蜜生産

量の増加

ひいては

県内養蜂

業の振興

を図る。

農地等の維持を

目的とした蜜源

作物の播種・植

等に要する経費

定額 市 町、

地域協

議会

　�を交付するた

めに要する経

費

�　の事業を

円滑に実施す

るための推進

指導に要する

経費

32 長崎県

優良肉

用子牛

生産推

進緊急

対策補

完事業

費補助

金

新型コロ

ナウイル

ス感染症

拡大に伴

い、県内

子牛価格

が一定の

金額を下

回った場

合、経営

改善に取

り 組 む

意欲的な

繁殖農家

を支援す

る。

県内子牛市場の

平均価格が黒毛

和種で60万円、

褐毛和種で55万

円を下回り、か

つ国の奨励金が

交付されなかっ

た場合に、経営

改 善 の 取 組 メ

ニューのうち２

つ以上を実施し

た生産者へ販売

頭数に応じて奨

励金を交付する

ために要する経

費

１頭当

たり１

万円

農業協

同組合

等

33 長崎県

家畜市

場感染

症防疫

体制整

備事業

費補助

金

家畜市場

における

公衆衛生

維持を図

るため、

消毒液散

布機器の

導入を支

援する。

家畜市場開設者

がガイドライン

に基づき、家畜

市場の公衆衛生

維持のため、消

毒機器等の導入

に要する経費

４分の

３以内

県内家

畜市場

開設者
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８　農村整備課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び２　略

３ 農業経

営高度

化支援

事業補

助金

地域の合

意に基づ

く担い手

への農用

地の利用

集積を促

進すると

ともに、

安定的な

経営体の

育成を図

る。

将来の農業生産

を担う効率的か

つ安定的な経営

体の育成に要す

る次に掲げる経

費

及び　略

1 0 0 パ

ーセン

ト以内

。ただ

し、 

のうち

、調査

・調整

事業に

ついて

は90パ

ーセン

ト以内

略

４～10　略

11～13　略

９　農村整備課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び２　略

３ 農業経

営高度

化支援

事業補

助金

地域の合

意に基づ

く担い手

への農用

地の利用

集積を促

進すると

ともに、

安定的な

経営体の

育成を図

る。

将来の農業生産

を担う効率的か

つ安定的な経営

体の育成に要す

る次に掲げる経

費

及び　略

1 0 0 パ

ーセン

ト以内

ただし

、の

う ち、

調 査・

調整事

業につ

いては

85パ ー

セント

以内

略

４～10　略

11 中山間

地域施

設管理

体制整

備支援

事業補

助金

土 地 改

良 施 設

等の適正

かつ合理

的な管理

体制の確

立を支援

すること

により、

国土の保

全等の多

面的機能

の維持及

び発揮に

資する。

土地改良施設等

の適正かつ合理

的 な 管 理 体 制

の確立を図るた

めの次に掲げる

事業に要する経

費。ただし、事

業 費 の 限 度 を

500万円とする。

�　管理体制整

備検討会の設

置

�　管理実態等

調査及び農家

等意向調査

�　管理体制強

化促進活動

�　管理体制整

備計画の策定

50パ ー

セント

以内

市町

12 農村振

興総合

整備実

施計画

策定事

業補助

金

農村振興

整備実施

計画の策

定に助成

すること

により、

農業振興

総合整備

事業及び

中山間地

域総合整

備 事 業

の円滑な

推進を図

る。

農村振興総合整

備事業及び中山

間地域総合整備

事業の実施計画

の策定に要する

経費

50パ ー

セント

以内

市町

13～15　略
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14　略

15 長崎県

農業水

利施設

ストッ

クマネ

ジメン

ト事業

補助金

農業用用

排水施設

等の機能

保全計画

に基づく

施設の更

新、予防

的な保全

対策及び

事後的な

保全対策

を行い、

施設機能

の効率的

な保全を

図る。

次に掲げる経費

�　国営事業ま

たは国庫補助

事業で造成さ

れた施設等に

関する機能保

全計画策定費

�　国営事業ま

たは国庫補助

事業で造成さ

れた施設等に

係る機能保全

計画に基づく

対策工事費

　略

�　70

パ ー

セ ン

ト 以

内。

市町

16～20　略

21 農村地

域防災

減災事

業補助

金

総合的な

防災・減

災対策を

実施する

ことによ

市町、土地改良

区等が実施する

次に掲げる事業

に要する経費

１�　 事

業 費

の50

パ ー

略

16 農業用

水水源

地域保

全対策

事業補

助金

良質な農

業用水の

安定的な

供給と国

土の保全

を図る。

農業用水と水源

林の関わりにつ

いて理解を深め

ること及び水源

林によりかん養

された農業用水

の有効利用を図

ることを普及促

進する活動に要

する経費

1 0 0 パ

ーセン

ト以内

市町

土地改

良区

17　略

18 長崎県

地域農

業水利

施設ス

トック

マネジ

メント

事業補

助金

農業用用

排水施設

等の機能

保全計画

に基づく

施設の更

新、予防

的な保全

対策及び

事後的な

保全対策

を行い、

施設機能

の効率的

な保全を

図る。

次に掲げる経費

�　団体営造成

施設等に関する

機能保全計画策

定費

�　団体営造成

施設等に係る

機能保全計画

に基づく対策

工事費

�　団体造成施

設等において

発生した突発

的事故に対す

る緊急工事費

�　ストックマ

ネジメントに

関する技術指

導等に係る経

費

　略

及び

�　55

パ ー

セ ン

ト 以

内 。

た だ

し 、

県 負

担 を

伴 う

事 業

に つ

い て

は70

パ ー

セ ン

ト 以

内 。

市町

土地改

良区

土地改

良事業

団体連

合会等

19～23　略

24 農村地

域防災

減災事

業補助

金

総合的な

防災・減

災対策を

実施する

ことによ

市町、土地改良

区等が実施する

次に掲げる事業

に要する経費

１�　 事

業 費

の50

パー

略
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り、農業

生産の維

持、農業

経営の安

定及び地

域住民の

暮らしの

安全の確

保 を 図

り、以っ

て 災 害

に強い農

村づくり

を推進す

る。

１及び２　略

３�　緊急的な防

災対策

４�　ため池の廃

止

５�　ハザードマ

ップ作成

６�　実施計画策

定等

７�　安全施設の

整備

　�セ ン

ト 以

内 又

は 定

額 補

助

２及び

７�　77

パ ー

セ ン

ト 以

内

３、 ５

及び６

　�定 額

補助

４�　60

パ ー

セ ン

ト 以

内 又

り、農業

生産の維

持、農業

経営の安

定及び地

域住民の

暮らしの

安全の確

保 を 図

り、以っ

て 災 害

に強い農

村づくり

を推進す

る。

１及び２　略

３�　防災減災対

策

４�　ため池の保

全・避難対策

　�セ ン

ト 以

内 （

二 次

災 害

が 予

想 さ

れ る

地 区

に お

け る

施 設

に 係

る 調

査 計

画 事

業 で

あ っ

て 令

和 ２

年 度

ま で

に 採

択 す

る 場

合 に

あ っ

て は

定 額

補 助

）

２及び

３�　75

パ ー

セ ン

ト 以

内 た

だ し

、 た

め 池

の 廃

止 に

つ い

て は

定 額

補 助

４�　 令

和 ２

年 度

ま で

に 採
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　�は 定

額 補

助

22 長崎県

通作条

件整備

事業補

助金

既設農道

について

、点検診

断を行う

とともに

、機能保

全対策面

からの更

新整備及

び農道機

能強化対

策面等か

らの整備

水準の向

上を図る

。

市町が、農山漁

村地域整備交付

金実施要綱（平

成22年４月１日

付け21農振整第

2453号農林水産

事務次官依命通

知）又は農村整

備事業実施要綱

（令和３年４月

１日付け３農振

整第2736号農林

水産事務次官依

命通知）に基づ

き実施する次の

事業に要する経

費

１�　基幹農道整

備

　保全対策型

２�　一般農道整

備

　保全対策型

1 0 0 パ

ーセン

ト以内

略

23及び24　略

９　諫早湾干拓課関係　略

10　林政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び６　略

７ 森 林・

山村多

面的機

能発揮

対策交

付金

地域住民

が森林所

有者と協

力して実

施する里

山林をは

じめとす

る森林の

保全管理

や山村地

域の活性

化 に 資

する取組

を推進す

る。

里山林等におい

て活動組織が行

う次の活動に要

する経費

～　略

�　関係人口創

出・維持タイ

プ

略

８～11　略

12 対馬し

いたけ

対馬地域

における

次に掲げる事業

に要する経費及

略

　�択 す

る 場

合 に

あ っ

て は

定 額

補助

25 長崎県

通策条

件整備

事業

既設農道

について

、点検診

断を行う

とともに

、機能保

全対策面

からの更

新整備及

び農道機

能強化対

策面等か

らの整備

水準の向

上を図る

。

市町が、農山漁

村地域整備交付

金実施要綱（平

成22年４月１日

付け21農振整第

2453号農林水産

事務次官依命通

知）に基づき実

施する次の事業

に要する経費

１�　基幹農道整

備

　保全対策型

２�　一般農道整

備

　保全対策型

55パ ー

セント

以内

略

26及び27　略

10　諫早湾干拓課関係　略

11　林政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１及び６　略

７ 森 林・

山村多

面的機

能発揮

対策交

付金

地域住民

が森林所

有者と協

力して実

施する里

山林をは

じめとす

る森林の

保全管理

や山村地

域の活性

化 に 資

する取組

を推進す

る。

里山林等におい

て活動組織が行

う次の活動に要

する経費

～　略

略

８～11　略

12 対馬し

いたけ

対馬地域

における

次に掲げる事業

に要する経費及

略
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活性化

対策事

業費補

助金

しいたけ

の生産振

興 を 図

る。

び補助対象者が

当該経費を補助

する場合の当該

補助に要する経

費

～　略

�　品質向上・

販売流通促進

のための経費

13～16　略

　11　森林整備室関係　略

　12�　農政課、農山村振興課、農業経営課、農産園芸課、農

産加工流通課、畜産課、農村整備課、林政課及び森林整

備室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等　　

補助率

又は額

補　助

対象者

１ ながさ

き農林

業・ 農

山村構

造改善

加速化

事業補

助金

「次代に

つなげる

活力ある

農林業産

地 の 振

興」、「多

様 な 住

民の活躍

による農

山村集落

の維持・

活性化」

に必要な

施設機械

の導入を

支援する

ことによ

り、「 第

３期なが

さき農林

業・農山

村活性化

計画」の

推進を図

る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　次代につな

ぐ産地生産基

盤応援事業

　ア�　農業所得

1000万 円 農

家応援型

　　　略

　イ�　認定農業

者応援型

　　　略

　ウ�　後継者応

援型

　�　�　後継者の

経営力向上

又は後継者

自らが農業

経営に参画

する経営体

の発展、円

滑な経営継

承を図るた

めに必要な

施設等の整

備を支援す

る。

　エ�　認定新規

就農者応援

型

　　�　受入団体

等登録制度

を活用して

就農する認

定新規就農

 ア　

　略

 イ　

　�５ 分

の ２

以 内

又 は

３ 分

の １

以内

�ウ 　

５ 分

の ２

以 内

又 は

３ 分

の １

以内

�エ 　

２ 分

の １

以 内

又 は

３ 分

の １

以内

略

活性化

対策事

業費補

助金

しいたけ

の生産振

興 を 図

る。

び補助対象者が

当該経費を補助

する場合の当該

補助に要する経

費

～　略

13～16　略

　12　森林整備室関係　略

　13�　農政課、農山村対策室、農業経営課、農産園芸課、農

産加工流通課、畜産課、農村整備課、林政課及び森林整

備室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等　　

補助率

又は額

補　助

対象者

１ 新構造

改善加

速化支

援事業

補助金

「 収 益

性 の 向

上に向け

た生産・

流通・販

売対策の

強 化 」、

「経営感

覚に優れ

た次代の

担い手の

確保・育

成」、�「地

域の活力

と魅力に

あふれる

農山村づ

くり」に

必要な施

設機械の

導入を支

援するこ

とにより�

、「 新 な

がさき農

林業・農

山村活性

化計画」

の推進を

図る。

次に掲げる事業

に要する経費

�　農業所得向

上支援事業

　ア　モデル型

　　　略

　イ�　認定農業

者型

　　　略

　ウ�　集落営農

法人型

　　�　集落営農

法人が規模

拡大や高収

益品目の導

入等により

経営改善を

図るために

必要な施設

等の整備を

支援する。

�ア 　

略

�イ 　

５ 分

の ２

以内

�ウ 　

５ 分

の ２

以内

略
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　　�者の確実な

営農開始及

び 経 営 発

展に必要な

施設等の整

備を支援す

る。

�　農業で稼ぐ

農山村応援事

業

　�　集落営農法

人の規模拡大

又 は 地 域 住

民による合意

形成等を通じ

て、地域特産

物の育成又は

産品作り等の

農 山 村 の コ

ミュニティー

ビジネス等に

より、農山村

の維持・活性

化の取組に必

要な施設等の

整備を支援す

る。

　ア�　集落営農

法人応援型

　　�　集落営農

法人等が規

模拡大又は

高収益品目

の導入等に

より経営改

善を図るた

め に 必 要

な 施 設 等

の 整 備 を

支援する。

　イ�　稼ぐ農山

村応援型

　　�　集落の合

意形成によ

り、集落の

構成員等が

集落の維持

・活性化を

図るための

取組に必要

な施設、機

械等整備を

支援する。

�ア 　

略

�イ 　

５ 分

の ２

以 内

又 は

３ 分

の １

以内

�　次代の担い

手確保育成事

業

　ア　後継者型

　　�　後継者の

経営力向上

や後継者自

らが農業経

営に参画す

る経営体の

発展、円滑

な 経 営 継

承 を 図 る

ために必要

な 施 設 等

の 整 備 を

支援する。

　イ�　受入団体

型

　　�　受入団体

等登録制度

を活用して

就農する認

定新規就農

者の確実な

営農開始及

び経営発展

に必要な施

設等の整備

を 支 援 す

る。

�　地域活性化

�ア 　

略

�イ 　

２ 分

の １

以内

�　３



令和３年８月24日　火曜日� 第11046号長 崎 県 公 報

─ 3425 ─

　略 　略

２～７　略

８ 林 業・

木材産

業成長

産業化

促進対

策事業

費補助

金

１�　持続

的林業

確立対

策とし

て間伐

材生産

、資材

を高度

利用す

るため

の施業

、路網

整備、

高性能

林業機

械の導

入等を

支援す

る。　

２�　木材

産業等

競争力

強化対

策とし

て１と

連携し

た木材

加工流

通施設

、木質

バイオ

マス利

用促進

施設等

の整備

を支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

Ⅰ�　持続的林業

確立対策

　１�　森林整備

・林業等振

興整備

　　�及び　

略

　　�　路網整

備・機能

強化

　　�及び　

略

　

　２�　森林整備

・林業等振

興推進

　　　略

　　�　マーケ

ティング

力ある林

業担い手

等の育成

　　　略

　　�　森林資

源保全対

策

Ⅱ　略

略

　支援事業

　�　地域住民に

よる合意形成

等を通じて、

地域特産物の

育成等農山村

の コ ミ ュ ニ

ティービジネ

ス等により、

自ら地域の活

性化に取り組

む活動に必要

な施設等の整

備 を 支 援 す

る。

　略

　�分 の

１ 以

内

　略

２～７　略

８ 林 業・

木材産

業成長

産業化

促進対

策事業

費補助

金

１�　持続

的林業

確立対

策とし

て間伐

材生産

、資材

を高度

利用す

るため

の施業

、路網

整備、

高性能

林業機

械の導

入等を

支援す

る。　

２�　木材

産業等

競争力

強化対

策とし

て１と

連携し

た木材

加工流

通施設

、木質

バイオ

マス利

用促進

施設等

の整備

を支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

Ⅰ�　持続的林業

確立対策

　１�　森林整備

・林業等振

興整備

　　�及び　

略

　　�　路網整

備

　　�及び　

略

　

　２�　森林整備

・林業等振

興推進

　　　略

　　�　林業担

い手等の

育成確保

　　　略

Ⅱ　略

略
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備�考　別表の13に掲げる補助金等については、次に掲げる

項の区分に応じ、それぞれ定める課が所管する。

　略

�　２の補助金等　農政課、農山村振興課、農業経営課、

農産園芸課、農産加工流通課、畜産課及び林政課

～　略

　６の補助金等　農山村振興課、農産園芸課及び畜産課

及び　略

13�　農山村振興課、農業経営課、農産加工流通課並びに漁

政課、漁業振興課及び水産加工流通課（水産部）共通　

略

14　農産加工流通課並びに水産加工流通課（水産部）共通

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県

輸出向

けＨＡ

ＣＣＰ

等対応

施設整

備緊急

対策事

業交付

金

海外ニー

ズに対応

した輸出

への取組

を 緊 急

的・集中

的に支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

ア～ウ　略

ア及び

イ

　

　�２ 分

の １

以 内

。 （

輸 出

向 け

HACCP

等 の

認 定

・ 認

証 を

取 得

す る

場 合

）

　

　�10分

の ３

以 内

。 （

上 記

 以

外 の

取 組

の 場

合）

　�た だ

し 、

イ の

事 業

費 は

、 ア

の 事

業 費

の20

パ ー

セ ン

ト 以

内 と

略

備�考　別表の13に掲げる補助金等については、次に掲げる

項の区分に応じ、それぞれ定める課が所管する。

　略

�　２の補助金等　農政課、農山村対策室、農業経営課、

農産園芸課、農産加工流通課、畜産課及び林政課

～　略

　６の補助金等　農山村対策室、農業経営課及び畜産課

及び　略

14�　農山村対策室、農業経営課、農産加工流通課並びに漁

政課、漁業振興課及び水産加工流通課（水産部）共通　

略

15　農産加工流通課並びに水産加工流通課（水産部）共通

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１ 長崎県

輸出向

けＨＡ

ＣＣＰ

等対応

施設整

備緊急

対策事

業交付

金

海外ニー

ズに対応

した輸出

への取組

を 緊 急

的・集中

的に支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

ア～ウ　略

ア及び

イ�　 ２

分 の

１ 以

内 。

た だ

し 、

イ の

事 業

費 は

、 ア

の 事

業 費

の20

パ ー

セ ン

ト 以

内 と

す る

。 　�

略
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　�す る

。

ウ　略

２　略

ウ　略

２　略

長崎県告示第593号

　工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようと

する者に必要な資格等（昭和53年長崎県告示第975号）の一部を次のように改正し、令和３年８月24日から適用

する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

第�１　工事の競争入札に参加できる者の資格等に係る事項

は、次に掲げるとおりとする。

１　入札参加資格の制限

　�　次に掲げるもののいずれかに該当するものは、入札に参

加する資格を有しないものとする。

　～　略

　�　長崎県建設工事入札参加者格付要綱第10条第２号によ

り入札参加資格を取消された者で、当該取消しの日から

１年を経過しない者

２～６　略

第�２　工事に関する調査、設計及び測量業務の競争入札に参

加できる者の資格等に係る事項は、次に掲げるとおりとす

る。

１　入札参加資格の制限

　�　次に掲げるもののいずれかに該当するものは、入札に参

加する資格を有しないものとする。

　～　略

　�　７により入札参加資格を取消された者で、当該取消

しの日から１年を経過しない者

２～４　略

５　変更届

　�　入札参加資格を有する者（以下「入札参加資格者」と

いう。）のうち、次の各号に掲げる事項に変更があった時

は、遅滞なく、変更届を提出しなければならない。なお、

関係法令上、変更の必要があるにもかかわらず、変更届が

提出されていない場合も、遅滞なく、提出しなければなら

ない。

　～　略

　　法令及び登録規程上の登録年月日

６～８　略

第�１　工事の競争入札に参加できる者の資格等に係る事項

は、次に掲げるとおりとする。

１　入札参加資格の制限

　�　次に掲げるもののいずれかに該当するものは、入札に参

加する資格を有しないものとする。

　～　略

２～６　略

第�２　工事に関する調査、設計及び測量業務の競争入札に参

加できる者の資格等に係る事項は、次に掲げるとおりとす

る。

１　入札参加資格の制限

　�　次に掲げるもののいずれかに該当するものは、入札に参

加する資格を有しないものとする。

　～　略

２～４　略

５　変更届

　�　入札参加資格を有する者（以下「入札参加資格者」と

いう。）のうち、次の各号に掲げる事項に変更があった時

は、遅滞なく、変更届を提出しなければならない。なお、

関係法令上、変更の必要があるにもかかわらず、変更届が

提出されていない場合も、遅滞なく、提出しなければなら

ない。

　～　略

６～８　略

長崎県告示第594号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　主要地方道
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路　線　名　佐世保日野松浦線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

佐世保市日野町783番２地先から

佐世保市日野町795番１地先まで

前 11.2～11.3 51.7

後 11.2～25.2 51.7

長崎県告示第595号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び対馬振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　主要地方道

路　線　名��厳原豆酘美津島線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

対馬市美津島町箕形字タガヱ280番４地先から

対馬市美津島町箕形字タガヱ280番４地先まで

前 24.0～57.0 102.0

後 33.0～65.0 102.0

長崎県告示第596号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　主要地方道

路　線　名��佐世保嬉野線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

佐世保市新行江町363番３地先から

佐世保市新行江町363番３地先まで

前 15.6～16.3 11.5

後 14.9～16.3 11.5

長崎県告示第597号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県央振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　
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道路の種類　一般県道

路　線　名��大村外環状線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

大村市沖田町134番１地先から

大村市沖田町160番５地先まで

前 25.4～47.0 71.6

後 20.4～37.6 71.6

長崎県告示第598号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び対馬振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般国道

路　線　名��382号

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

対馬市美津島町知字陽樽ノ濱乙520番８地先から

対馬市美津島町知字陽樽ノ濱乙520番41地先まで

前 18.7～18.9 40.9

後 16.7～16.9 40.9

長崎県告示第599号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

主要地方道

佐世保嬉野線

佐世保市新行江町363番３地先から

佐世保市新行江町363番３地先まで
令和３年８月24日

　　　特定計量器定期検査の実施（公告）

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　検査区分・実施区域・検査場所及び検査日時

　東彼杵郡

　　　　公　　　　　告
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市町村別 検査区分 実施区域 検査場所 検査日 検査時間

東彼杵町

集合検査 千綿地区
東彼杵町農村環境改善セン

ター
10月５日（火） 13時から15時まで

同　　上 彼杵地区 東彼杵町農民研修センター 10月６日（水）
11時から12時まで

13時から15時まで

波佐見町 同　　上 波佐見町全地区 波佐見町勤労福祉会館 10月７日（木）
11時から12時まで

13時から15時まで

川 棚 町 同　　上 川棚町全地区 川棚町公会堂 10月８日（金）
11時から12時まで

13時から15時まで

東彼杵郡

全地区　

所在場所検査 計量器の所在の場所 10月１日から

10月31日まで

土曜・日曜

祝日は除く

10時から12時まで

13時から16時まで

２　検査の対象となる特定計量器

　　取引又は証明に使用する特定計量器

３　検査の実施機関

　　指定定期検査機関　　　（一社）長崎県計量協会

　　　特定計量器定期検査の実施（公告）

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　検査区分・実施区域・検査場所及び検査日時

　西海市

検査区分 実施区域 検査場所 検査日 検査時間

集合検査 大瀬戸町松島地区 松島地区公民館 10月12日（火） 13時15分から14時まで

同　　上 西彼町全地区 西彼農村環境改善センター 10月13日（水）
11時から12時まで

13時から15時まで

同　　上 西海町全地区 西海総合支所 10月19日（火）
11時から12時まで

13時から15時まで

同　　上
大瀬戸町多以良、瀬戸、雪の

浦地区
大瀬戸コミュニティセンター 10月20日（水）

11時から12時まで

13時から15時まで

同　　上 大島町全地区 大島農村勤労福祉センター 10月27日（水） 13時から16時まで

同　　上 崎戸町崎戸地区
崎戸本郷公民館

10月28日（木）
９時30分から10時まで

崎戸中央公民館 11時から12時まで

同　　上
崎戸町平島地区 崎戸総合支所平島出張所

10月29日（金）
10時30分から11時30分まで

崎戸町江島地区 崎戸総合支所江島出張所 13時30分から15時まで

所在場所

検査　　

計量器の所在の場所 計量器の所在の場所 10月12日から

10月31日まで

土曜・日曜

祝日は除く

10時から12時まで

13時から17時まで

２　検査の対象となる特定計量器
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　　取引又は証明に使用する特定計量器

３　検査の実施機関

　　指定定期検査機関　　　（一社）長崎県計量協会

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　みらい長崎ココウォーク

　　長崎県長崎市茂里町１番55号

２　届出の概要

　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に関す

る届出事項の変更

３　意見書の概要

　　意見書を提出した者

　　　長崎市長　田上　富久

　　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　　縦覧場所

　　　長崎県産業労働部経営支援課、長崎市商工部商工振興課

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　西友道の尾店

　　長崎県長崎市葉山一丁目６－10

２　届出の概要

　①�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に関する届出事

項の変更

　②�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に関

する届出事項の変更

３　意見書の概要

　　意見書を提出した者

　　　長崎市長　田上　富久

　　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　　縦覧場所
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　　　長崎県産業労働部経営支援課、長崎市商工部商工振興課

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　アミュプラザ長崎

　　長崎県長崎市尾上町１番１号

２　届出の概要

　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に関す

る届出事項の変更

３　意見書の概要

　　意見書を提出した者

　　　長崎市長　田上　富久

　　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　　縦覧場所

　　　長崎県産業労働部経営支援課、長崎市商工部商工振興課

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ゆめタウン夢彩都

　　長崎県長崎市元船町14番49外

２　届出の概要

　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に関す

る届出事項の変更

３　意見書の概要

　　意見書を提出した者

　　　長崎市長　田上　富久

　　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　　縦覧場所

　　　長崎県産業労働部経営支援課、長崎市商工部商工振興課

　　　長崎県労働委員会の使用者委員及び労働者委員候補者の推薦（公告）

　第40期長崎県労働委員会の使用者委員及び労働者委員の任期が令和３年10月31日をもって満了するため、労働
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組合法（昭和24年法律第174号）第19条の12第３項及び労働組合法施行令（昭和24年政令第231号）第21条第１項

の規定により、次期長崎県労働委員会委員を任命したいので、下記の資格を有する使用者団体又は労働組合に対

し、委員候補者の推薦を求める。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　推薦する使用者団体又は労働組合の資格

　�　使用者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、長崎県内のみに組織を有し、かつ、労働問題を取り

扱うことが主目的であること又はその業務の主要部分である使用者団体であること。

　�　労働者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、長崎県内のみに組織を有する労働組合であって、か

つ、長崎県労働委員会において労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に適合する労働組合であることの

決定を受けた労働組合であること。

２　推薦される者の資格

　　次のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

　　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

　　労働組合法又は他の法令により兼職禁止の制限を受ける者

３　使用者委員の推薦手続

　　委員候補者を推薦しようとする使用者団体は、次の書類を提出すること。

　　別記様式による候補者推薦書

　　推薦する使用者団体の定款等の規約及び事業報告書

　�　被推薦者の履歴書１部（写真貼付のこと。）及び長崎県労働委員会の委員に就任することについての内諾

書

４　労働者委員の推薦手続

　　委員候補者を推薦しようとする労働組合は、次の書類を提出すること。

　　別記様式による候補者推薦書

　�　労働組合法施行令第21条第３項の規定による長崎県労働委員会の証明書（組合資格審査申請書は、長崎県

労働委員会へ令和３年９月６日（月）17時までに提出すること。）

　�　被推薦者の履歴書１部（写真貼付のこと。）及び長崎県労働委員会の委員に就任することについての内諾

書

５　推薦書類の提出期限

　　令和３年９月30日（木）17時

６　推薦書類の提出先

　　長崎県産業労働部雇用労働政策課

　　（〒850-8570　長崎市尾上町３番１号）
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別記様式

� 令和　　年　　月　　日　　　

　長崎県知事　中村　法道　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団　　体　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　者　名� 印　　　　　

長崎県労働委員会







使用者

労働者







委員候補者推薦書

　労働組合法施行令第21条第１項の規定により、第41期長崎県労働委員会







使用者

労働者







を代表する委員の候補

者として、次の者を推薦します。

記

氏　　　　名 年　齢 所属団体及び役職名 所属職場及び地位

　　　添付書類

　　　　１　委員候補者の履歴書と委員就任内諾書　各１通

　　　　２　定款等の規約及び直近の業務報告書（使用者委員候補者推薦の場合）

　　　　３　長崎県労働委員会の労働組合資格証明書（労働者委員候補者推薦の場合）
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　　　肥料の登録（公告）

　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第７条の規定により、次の肥料を登録した。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量 住所または所在地 氏名または名称 登録年月日
登録の

有効期間

長崎県肥

第693号

副産動物質

肥料

大地の芽ぐ

み　４-12

窒素全量

4.0％

りん酸全量

12.0％

佐賀県佐賀市巨勢町大字東

西276番地３

大日興産株式会社

代表取締役

　大倉　一夫

令和３年

８月11日

令和３年

８月11日

から

令和６年

８月10日

まで

　　　管理規程変更の認可（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、辺土地改良区の梅ノ木ダム管理規程

の変更を認可した。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　認可日　令和３年８月11日

２　管理規程の概要

　　ダムの名称　　　梅ノ木ダム

　　総貯水量　　　　700,000

　　管理主体　　　　辺土地改良区

　　管理規程に記載されている主な事項

　　ア．ダムの諸元等に関する事項

　　イ．貯水及び放流に関する事項

　　ウ．点検及び整備に関する事項

　　エ．非常事態における措置に関する事項

　　オ．観測及び調査に関する事項

　　カ．その他必要な事項

３　管理規程の備付場所

　　辺土地改良区（壱岐市辺町中野郷西触362番地）

　　　県営土地改良事業変更計画の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定に基づき、佐世保地区県営土地改良事業計画（ため

池整備工）を変更したので、同条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、土地改良事業

変更計画書を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この変更計画については、同法第88条第６項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満

了の日の翌日から起算して15日以内に長崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　　県営農村地域防災減災事業（ため池整備事業）

　　　佐世保地区土地改良事業変更計画書

２　縦覧期間
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　　　令和３年８月24日から令和３年９月13日まで

３　縦覧場所

　　　佐世保市役所農林水産部農林整備課及び佐世保市役所守衛室（北口管理人室）

　　　県営土地改良事業変更計画の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定に基づき、佐世保２期地区県営土地改良事業計画

（ため池整備工）を変更したので、同条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、土地改

良事業変更計画書を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この変更計画については、同法第88条第６項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満

了の日の翌日から起算して15日以内に長崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　　県営農村地域防災減災事業（ため池整備事業）

　　　佐世保２期地区土地改良事業変更計画書

２　縦覧期間

　　　令和３年８月24日から令和３年９月13日まで

３　縦覧場所

　　　佐世保市役所農林水産部農林整備課及び佐世保市役所守衛室（北口管理人室）

　　　土地区画整理審議会委員の選挙人名簿の縦覧（公告）

　土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第21条第１項の規定に基づき、長崎都市計画事業高田南土地区

画整理審議会委員の選挙人名簿を次のとおり縦覧に供する。

　　令和３年８月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　縦覧期間

　　令和３年９月１日から令和３年９月14日まで

２　縦覧時間

　　午前９時00分から午後５時30分まで

３　縦覧場所

　　①長崎県長崎振興局長与都市開発事業所

　　②長与町役場（都市計画課）

　令和３年８月10日付け長崎県公報第11043号中誤りがあったので、次のとおり訂正する。

ページ 行 誤 正

3355 27 有明町第１加入区 有明第１加入区

3355 28 有明町第２加入区 有明第２加入区

3355 31 有明町加入区 有明加入区

　　　　正　　　　　誤
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